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子ども人権裁判

原告らの請求：通学する学校を設置する基礎
自治体に対し３つの請求

①原告らを安全な環境の地域で教育をせよ。

②原告らには安全な環境の地域で教育を受け
る権利があることの確認。

③原告らが現に通学している学校で教育をす
るな。

2023.2.1の仙台高裁判決

すべてしりぞける。



過去の激動期の意味
どんな成果があったのか？

１、明治維新

２、第二次世界大戦の
敗北



明治維新の成果１

今では、明治維新なんて別に何の意味もない、と思
う人が多いかもしれない。しかし、

万機公論に決すべし （どんなことでも話し合って多く
の人々が賛同できる決定を ）、旧来の陋習を破り、
天地の公道に基くべし （これまでの悪い慣習や考え

方をやめ、誰にとっても明瞭な自然の道理に基づい
て物事が行なう）を「五箇条の御誓文」として発表。

→それまでの「生まれで全てが決まる身分制社会」を
否定。それは画期的なことだった。 だから、
超貧乏、超下級武士出身の江藤新平の活躍も可能



明治維新の成果２
江藤新平の活躍：明治５年、司法権の独立を
実現し、民が官を訴える行政訴訟を作った。

官吏の汚職を追及、山縣有朋(山城屋事件)、井上
馨(尾去沢銅山事件)で２人を辞職に追込む。木戸
孝允の腹心の京都知事を行政訴訟で提訴。



第二次大戦の経験１

内外に甚大な被害をもたらした史上最
悪の戦争災害だった。

しかし、その惨禍の末に、日本史上初
めての画期的な出来事が出現した。

→天皇の主権が否定され、国民主権
が誕生。これは実に物すごいこと。



第二次大戦の経験２

世界史上初めての原爆投下（核戦争）、

その惨禍の経験が、二度と核戦争は
あってはならないという確信を授け、

我々に憲法９条を死守する力を授けた。

憲法９条は日本の第二次大戦の経験
によって存続している。 ところがどうだ。



福島原発事故の最大の特徴

３１１で日本史上最悪の人災を経験、甚大な被
害を被った。その惨禍から何を得ただろうか。

→その惨禍にもかかわらず、私たちは明治維
新や第二次大戦のような成果は何ひとつ、全く
得ていない。

ゼロどころか、私たちの安全基準は３１１前より
引き上げられ、もっと悪くなった。まるで福島原
発事故を起こしたのは私たちのせいであって、
私たちに罰がくだされるように。



福島原発事故の中の
子ども脱被ばく裁判の意味

それは、

前例のない「放射能の被ばくの危険」にさ
らされ、前例のない恐怖と不安に突き落
とされた人々が苦悩の中で救いを求める
声なき声、

その声を代弁しようとするものだった。

それが2011年の「ふくしま集団疎開裁判」



その続きが「子ども脱被ばく裁判」
2014.8.29提訴時のコメント

・見えない戦火のなかの子どもたちを救
い出す裁判
・世界で最も過酷な子育て中の福島の
親子を救い出す裁判
・国と福島県の３．１１以後の救護対策
の誤りを裁く裁判
・経済復興・帰還最優先の政策を命の
復興最優先の政策に転換させるための
裁判



この裁判で判明すること。

これだけ、福島の不正義や犯罪と
正面から全面的に対決した裁判で
ある以上、

適当にお茶を濁して、ナアナアの判
決はあり得なかった。

正義か、不正義か、どちらかの裁き
がハッキリ下されるほかなかった。



２０１３年４月２４日仙台高裁
「ふくしま集団疎開裁判」の結果
１、事実は原告の主張をほぼ全面的に認める。

①．低線量被ばくにより子どもたちの生命・健康
に由々しい事態の進行が懸念される。
②．除染技術の未開発、仮置場問題の未解決
等により除染は十分な成果が得られていない。
③．被ばくの危険を回避するためには、安全な
他の地域に避難するしか手段がない。
④．「集団疎開」が子どもたちの被ばくの危険を
回避する１つの抜本的方策として教育行政上考
慮すべき選択肢である。



続き

２、ゴールの法律的判断は原告主張をしりぞける。
で、一体どういうロジックで？

①だが、郡山市に子どもを避難させる義務はない

②子どもは危ないと思ったら自分で逃げればよい、
逃げるのは妨害されていないのだから。

↑

頂上まであと一歩というところで、狐につままれた
詭弁論理学で煙にまかれてしまった。
次の第二次訴訟で頂上を極めようと再出発。



２０２３年２月１日仙台高裁
「子ども人権裁判」の結果

１、３つの請求のうち２つは門前払い

３、不作為の請求だけ実体判断。
しかし、事実問題は原告の主張を全面的
に退ける。
・我々が最も応答を求めた７千倍問題には
応答拒否。
・原告提出の学校の放射能測定値は「学
校周辺であって学校内ではない」という理
由でもって証拠価値を否定。



七千倍問題（１） 毒物規制

学校環境衛生基準の欠缺問題

2012年6月20日、環境基本法の改正→放射性
物質も環境基本法の規制の対象に。

その結果、国は放射性物質について「環境基
準」と「規制基準」を定める義務を負ったのにそ
れをサボタージュ→放射性物質の「環境基準」
「規制基準」は「法律の欠缺」状態。

その結果、学校環境衛生基準も同様に、放射
性物質について「法律の欠缺」状態。

→この「法律の欠缺」をどう補充するか、が問題



七千倍問題（２） 欠缺の補充



異能の法学者

東京都公害防止条例制定に尽力した「７人

の侍」のひとり、戒能道孝(1908～
1975)



戒能通孝の講演 「公害とは何か」

象牙の塔（大学教授）を去り、野に下る
→小繋事件農民弁護人。金嬉老事件
弁護団長。

美濃部都知事の要請を受け、1969年、
公害研究所初代所長に就任。

★明治以来の法学教育の本質を喝
破：

→「拒絶法学」を叩き込むことにある。







２つの仙台高裁の判決の評価
（１）

裁判官たちは明治以来の法学教育で
叩き込まれた「拒絶法学」を遺憾なく発
揮した。一方で拒絶の思考の全開、他
方で正義の思考の停止に励む。

それは、権力者に忖度し、聞き分けの
良い官僚組織の歯車となった平凡な小
役人、２１世紀のアイヒマンの出現。



２つの仙台高裁の判決の評価（２）

しかし、裁判所の判決はそれで終わらない。
彼らもまた歴史・天の裁きを受ける。

本裁判で、私たちが最も求めた七千倍問
題に応答を拒否し、説明責任を果さなかっ
た裁判官は、この逃避した責任を歴史によ
り裁かれる。

その歴史とは無数の無名の「小さき人々」
の声のこと。



無数の無名の「小さき人々」の声

それは至る所で声があがっている。

・作家アレクシェーヴィチの全ての作品

・法社会学者エールリッヒの「生ける法」

・歴史家ノーマンの無名なものへの愛着

・ジーン・シャープの「独裁体制から民主
主義へ」

・丸山真男の民主主義の永久革命



オイゲン・エールリッヒ
(1862～1922)

ウクライナに隣接するオーストリアのブコヴィ
ナで生まれ、当地で活動した法学者。

ヴェーバーと並ぶ法社会学の創始者。



エールリッヒの「生ける法」

人々の規範となる法はいかにして生まれるか？
→彼は、国家（議会や行政府）が制定するので
はなく、民衆が生活の中で作るものだと考える。

→それは、民衆の意識に支えられ、民衆の現実

の行動を支配するものとして見出される。それが
「生ける法」。これが社会をリードする、と。

私たちは「制定される法」と「生ける法」との二重
権力状態にある→裁判もまた、職業裁判官が裁

く裁判と生ける法の民衆が裁く裁判の二重権力
状態となる。∴市民法廷こそ社会をリードする。



なぜかくも酷い暗黒判決が
存在するのか

それは、私たちがこの暗黒ぶりをリアル
に認識するためである。
そして、耐え難いほどの暗黒ぶりを前に
して、私たちがこれを否定し抜き、これ
をひっくり返す力と決意を持つためであ
る。
悪は、悪を否定する力と決意を私たち
に授けるために存在している。
それは「歴史の狡知が作用する法則」。



無名の「小さき人々の声」
2014.8.29提訴の声



無名の「小さき人々の声」の意味

この絵が、この表現が、私たち市民
の意識を覚醒させ、変えていく。

↓

その覚醒した私たち市民の意識こ
そ、私たちが自分たちの手で作り上
げていく「生ける法」の最も大切な
礎となる。


